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令和３年第６回高松市議会定例会提出予定議案 

 

１ 令和３年度高松市一般会計補正予算（第７号） 

 

  現計予算額   １６８，２５５，９０８千円 

  補 正 額       １９０，５８７千円 

  補 正 後   １６８，４４６，４９５千円 

 

２ 令和３年度高松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額    ４３，８２１，４６９千円 

  補 正 額             ０千円（債務負担行為のみ補正） 

  補 正 後    ４３，８２１，４６９千円 

 

３ 令和３年度高松市競輪事業特別会計補正予算(第１号） 

 

  現計予算額    １５，７４４，８８９千円 

  補 正 額     ３，１３１，６００千円 

  補 正 後    １８，８７６，４８９千円 

 

４ 令和３年度高松市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額       ４８１，４５１千円 

  補 正 額             ０千円（債務負担行為のみ補正） 

  補 正 後       ４８１，４５１千円 

 

５ 令和３年度高松市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

  現計予算額    １０，６８５，５２８千円 

  補 正 額       ３３３，５６４千円 

  補 正 後    １１，０１９，０９２千円 

 

６ 令和３年度高松市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

  現計予算額    ２０，３７６，８８１千円 

  補 正 額             ０千円（債務負担行為のみ補正） 

  補 正 後    ２０，３７６，８８１千円 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

Ｒ４．１．１から施行 

公布の日から起算して２月を
超えない範囲内において規則
で定める日から施行 

イはＲ４．４．１から施行  

７ 高松市コミュニティセンター条例の一部改正について 

  

 高松市男木コミュニティセンターの移転及び高松市コ 

ミュニティセンターの使用時間の変更に伴い、改正する 

もの 

   高松市コミュニティセンター条例の一部改正 

ア 高松市男木コミュニティセンターの所在を変更するもの 

       変 更 前         変 更 後 

高松市男木町１３４番地 → 高松市男木町１９８８番地 

   イ 高松市コミュニティセンターの使用時間の始期とする１時間ごとの時刻について、最

終の時刻を午後９時から午後８時に変更するもの 

   高松市支所及び出張所設置条例の一部改正 

アに伴い、高松市男木コミュニティセンターに併設する男木出張所の位置を変更するも 

  の 

 

８ 職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

 

職員の服務の宣誓に関する政令の一部改正を踏まえ、宣誓書に 

 署名及び押印を求める手続を見直す等のため、改正するもの 

 任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書に署名を求める手続

を見直すもの 

 宣誓書に職員の押印を求める手続を不要とするもの及び所要の様式整備をするもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 

Ｒ４．４．１から施行 

はＲ４．１．１から施行 
の一部は公布の日から施行 

 

公布の日から施行 

公布の日から起算して２月

を超えない範囲内において
規則で定める日から施行 

９ 高松市国民健康保険条例の一部改正について 

 

国民健康保険法施行令及び健康保険法施行令の一部改正 

 に伴い、改正するもの 

 ６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である 

 被保険者（以下「未就学児」という。）がある世帯の世帯主に対して賦課する基礎賦課額

及び後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額を減額するものとし、減額する額は、

当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に１０分の５を乗じて得た額とするもの 

 基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の算定に当たっては、未就学児の被保険者均

等割額の減額とする額を加えるもの 

 出産育児一時金の支給額を４０万４，０００円から４０万８，０００円に改正するもの 

 引用条項の整備をするもの 

 所要の規定整備及び引用条項の整備をするもの 

 

10 高松市国民健康保険診療所条例の一部改正について 

 

高松市男木コミュニティセンターの移転に伴い、改正する 

 もの 

 高松市国民健康保険男木診療所の設置場所を変更するもの 

 

11 高松市動物愛護管理基金条例の制定について 

 

高松市保健所における犬及び猫の引取り数の削減並びに犬及び猫の 

譲渡の促進その他の動物の愛護及び管理に関する事業の実施に活用する高松市動物愛護管理基

金を設置するため、制定するもの 

 設置について定めるもの 

 基金の積立額について定めるもの 

 管理について定めるもの 

 運用益金の処理について定めるもの 

   繰替運用について定めるもの 

   処分について定めるもの 

   委任について定めるもの 

 

 

 

 



４ 

公布の日から施行 

Ｒ４．１．１から施行 

Ｒ４．１．１から施行 

12 高松市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

高松市立みんなの病院に院長を置くことに伴い、改正するも 

 の 

 病院事業管理者は高松市立みんなの病院長とする規定を削るもの 

 

13 高松市屋島山上交流拠点施設条例の一部改正について 

 

高松市屋島山上交流拠点施設整備の進捗状況を踏まえ、高松市屋島 

山上交流拠点施設条例の施行までの期間を延長するため、改正するもの 

 高松市屋島山上交流拠点施設条例の施行期日を次のように変更するもの 

改正前 改正後 

制定した条例の公布の日（Ｒ２．９． 

３０）から起算して１年６月を超えない

範囲内において規則で定める日 

制定した条例の公布の日（Ｒ２．９．

３０）から起算して２年を超えない範囲

内において規則で定める日 

 

14 高松市スポーツ施設条例の一部改正について 

 

高松市立市民プール及び高松市牟礼町プールの廃止に伴い、改 

 正するもの 

 設置するスポーツ施設を列記する表から高松市立市民プール及び高松市牟礼町プールに

係る規定を削るもの 

   高松市立市民プールの使用料の額を定める表を削るもの 

   高松市牟礼町プールの使用料の額を定める表を削るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 

Ｒ４．２．２０から施行 

公布の日から施行 

Ｒ４．４．１から施行 

は公布の日から施行 

15 高松市レンタサイクル条例の一部改正について 

 

高松市レンタサイクルポートにおけるレンタサイクルに係る新 

 たなシステムを導入することにより、それぞれのレンタサイクル 

ポートにおいて利用することのできるレンタサイクルの利用の種別等を変更する等のため、改

正するもの 

⑴ 新たなレンタサイクルシステム（以下「新システム」という。）を導入することを踏ま

え、レンタサイクルポートを設置する目的を見直すもの 

 新システムを導入することに伴い、利用対象者の要件を見直すもの 

 新システムを導入することにより、それぞれのレンタサイクルポートにおいて利用する

ことのできるレンタサイクルの利用の種別等を見直すもの 

 新システムを導入することに伴い、レンタサイクル利用料及びその納付方法を見直すも 

 の 

   改正後の規定に基づく利用の申請その他レンタサイクルを供用するために必要な準備行

為は、この条例の施行前においても行うことができることとするもの 

 

16 高松市建築関係手数料条例の一部改正について 

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保 

 の促進等に関する法律の一部改正に伴い、改正するもの 

 長期優良住宅認定申請において共同住宅の認定が住戸単位から住棟単位に変更すること、

長期使用構造等の確認書の交付を受けることにより認定審査の省略が可能になること及

び災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外することにより、長期優良住宅建

築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料の額の改定をするもの 

   長期優良住宅型総合設計制度が創設されたことにより、容積率の割増しなどを行うこと

ができる特例が定められたため、当該特例の許可申請に対する審査に係る手数料の額を定

めるもの 

 

17 高松市都市公園条例の一部改正について 

   

都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正を踏まえ、本市の都市 

 公園に公募設置管理制度を導入することとし、公募対象公園施設の建築面積の基準の特例を定

めるため、改正するもの 

 公募設置管理制度の導入のため、公募対象公園施設の建築面積の基準の特例を定めるも

の 



６ 

Ｒ４．４．１から施行 

18 高松市公設浄化槽管理条例の廃止について 

 

本市に編入前の香南町が設置し、編入後は公設浄化槽事業にお 

 いて維持管理を行っている浄化槽の全てをその使用者等に移管することに伴い、廃止するもの 

 高松市公設浄化槽管理条例の廃止 

ア 本市に編入前の香南町が設置し、編入後は公設浄化槽事業において維持管理を行って

いる浄化槽の全てをその使用者等に移管することに伴い、廃止するもの 

   高松市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正 

  ア に伴い、所要の規定整備をするもの 

 

19 議決の変更について 

令和２年３月２３日に議決を経た工事請負契約（高松市屋島山上拠点施設（仮称）建設工事）

について、設計変更に伴い、変更するもの 

             変更前             変更後 

 ・契約金額  １，２２９，８００，０００円 → １，３１６，２５０，１００円 

 

20 議決の変更について 

  平成２９年３月２２日に議会の議決を経た指定管理者の指定について、指定の期間を変更す

るもの 

高松市塩江湯愛の郷センター 

   ・指定の期間 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

  ↓ 

平成２９年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

21 公の施設の指定管理者の指定について 

高松市夜間急病診療所の管理を行わせる指定管理者を指定するもの 

 指定管理者 一般社団法人高松市医師会 

 指定の期間 Ｒ４．４．１～Ｒ９．３．３１ 

 

22 公の施設の指定管理者の指定について 

高松市亀水中央公園（仮称）の管理を行わせる指定管理者を指定するもの 

 指定管理者 香川県造園事業協同組合 

 指定の期間 Ｒ４．４．１～Ｒ６．３．３１ 

 

 



７ 

23 公の施設の指定管理者の指定について 

高松市鬼ヶ島おにの館の管理を行わせる指定管理者を指定するもの 

 指定管理者 特定非営利活動法人瀬戸内・女木アイランド振興会 

 指定の期間 Ｒ４．４．１～Ｒ９．３．３１ 

 

24 公の施設の指定管理者の指定について 

高松市道の駅源平の里むれの管理を行わせる指定管理者を指定するもの 

 指定管理者 株式会社四国にぎわいネットワーク  

 指定の期間 Ｒ４．４．１～Ｒ９．３．３１ 

 

25 公の施設の指定管理者の指定について 

高松市屋島競技場の管理を行わせる指定管理者を指定するもの 

 指定管理者 四電工グループ 

 指定の期間 Ｒ４．４．１～Ｒ９．３．３１ 

 

26 公の施設の指定管理者の指定について 

高松市立中央駐車場ほか７駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定するもの 

 指定管理者 高松市立駐車場等管理共同企業体 

 指定の期間 Ｒ４．４．１～Ｒ９．３．３１ 

 

27 財産の取得について 

  高松市塩江道の駅エリア整備事業に係る用地等を取得するもの 

 取得する財産の価格 ８６，９８５，４１６円 

   相 手 方 西日本放送株式会社ほか３名 

 

28 路線の認定について 

寄附採納に伴い、市道６路線を認定するもの 

・林町８２号線ほか５路線 


